
「霊感商法等悪質商法をめぐる相談対応
と適格消費者団体の役割」講座

令和５年度消費者庁消費生活相談機能強化促進事業

3月24日
午後1時30分～
4時30分

三井ガーデンホテル千葉
３F 飛鳥の間

千葉市中央区中央１丁目１１−１
043-224-1131
千葉都市モノレール1号線「葭川公園」駅より徒歩2分

① 13：30～15：00「霊感商法等悪質商法をめぐる相談対応」
弁護士 池本誠司氏

② 15：10～15：50「適格消費者団体の役割と事案リレー報告」
弁護士 拝師徳彦氏 弁護士 井原真吾氏

③ 15：50～16：30 参加者と講師の意見交換

霊感商法等悪質商法をめぐる相談対応と
適格消費者団体の役割リレートーク

～脱⽑エステの倒産、悪質商法等に潜む、
マインドコントロール～

日時 日 会場

参加費無料

申込
方法

右記ＱＲコードまたは以下
ＵＲＬよりお申し込みください。

申込締切：３月22日（金）

お申し込み
お問い合わせ

TEL:043-239-6037内閣総理大臣認定適格消費者団体
特定非営利活動法人

消費者市民サポートちば
（可能な限り、メールによる問い合わせをお願いいたします）

info@sapochiba.com

https://forms.gle/dsBKCiZdZeNrTLff9

内容

どなたでも参加できます！

相談に関わる方には、聞いて
いただきたい内容です。

参加
対象

消費生活相談員や
弁護士など専門家、
学生など
消費者問題に関心のある方
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